
人権って？

人権擁護委員
はこんな活動を
しています

2
人
権
相
談

　
人
権
擁
護
委
員
の
も
う
ひ
と
つ

の
主
な
役
割
は
、
人
権
に
関
す
る

相
談
に
応
じ
る
こ
と
で
す
。
市
内

に
お
い
て
も
毎
年
２
回
、
総
合
市

民
会
館
で
一
日
人
権
相
談
所
を
開

設
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
特
設
の

相
談
日
の
他
に
、
年
間
を
通
じ
て

廿
日
市
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で

は
毎
週
火
・
金
曜
日
に
、
広
島
法

務
局
廿
日
市
支
局
で
は
月
曜
日
か

ら
金
曜
日
（
い
ず
れ
も
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）
に
８
時
30
分
か

ら
17
時
15
分
の
間
で
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
電
話
番
号
は
い

ず
れ
も
【
☎
０
８
２
９
㉛
２
１
６

５
】
で
す
。
人
権
に
つ
い
て
の
悩

み
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
皆
さ
ん
の

身
近
な
存
在
で
す
。
お
気
軽
に
声

を
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　
10
月
１
日
か
ら
引
き
続
き
、
古

原
陽
子
さ
ん
、
弘
兼
秀
子
さ
ん
、

正
木
靜
夫
さ
ん
の
３
人
が
人
権
擁

護
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。
現

在
大
竹
市
の
人
権
擁
護
委
員
は
在

任
中
の
坂
本
ス
ミ
ヱ
さ
ん
、
前
安

井
美
千
子
さ
ん
と
あ
わ
せ
て
５
人

で
す
。
人
権
擁
護
委
員
の
制
度

は
、
民
間
の
人
が
市
町
村
長
の
推

薦
を
受
け
、
法
務
大
臣
の
委
嘱
を

受
け
て
、
国
と
一
体
と
な
り
国
民

一
人
一
人
の
人
権
を
守
る
た
め
に

活
動
を
す
る
制
度
で
す
。

　
誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ

権
利
、
人
が
人
ら
し
く
生
き
る
権

利
、
全
て
の
人
が
幸
せ
に
な
れ
る

権
利
。
そ
れ
が
人
権
で
す
。
こ
れ

ら
の
誰
も
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
権

利
を
守
る
べ
く
活
動
を
し
て
く
れ

る
の
が
人
権
擁
護
委
員
で
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
を
守

る
活
動
と
し
て
、
法
務
局
や
市
と

一
緒
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ

て
い
ま
す
。

1
啓
発
活
動

　
人
権
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
関
心

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
啓

発
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
大
竹
・
和
木
川
ま
つ
り
花
火
大

会
で
は
啓
発
物
の
う
ち
わ
を
配
り

ま
し
た
。
８
月
の
人
権
強
調
月
間

に
は
、
人
権
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
人
Ｋ
Ｅ
Ｎ
ま
も
る
君
・
人

Ｋ
Ｅ
Ｎ
あ
ゆ
み
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に

啓
発
物
の
チ
ラ
シ
と
裁
縫
セ
ッ
ト

な
ど
を
配
布
し
ま
し
た
。
啓
発
物

を
き
っ
か
け
に
「
人
権
」
に
つ
い

て
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
の
願

い
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
保
育
所
や
幼
稚
園
、
小

学
校
を
訪
問
す
る
活
動
も
行
っ
て

い
ま
す
。
人
権
に
つ
い
て
考
え
た

り
、
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
人

形
劇
や
紙
芝
居
を
行
っ
た
り
、
人

権
の
花
を
一
緒
に
育
て
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
市
内

の
保
育
所
や
幼
稚
園
、
小
学
校
を

順
番
に
回
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

年
に
よ
っ
て
は
ス
ポ
ー
ツ
人
権
教

室
を
開
催
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

人権擁護委員が
再任されました

再任された人権擁護委員

問い合わせ　自治振興課 ☎59２１４５

人権特設相談所を開設します
問い合わせ　自治振興課 ☎59２１４５

弘兼秀子さん

古原陽子さん

正木靜夫さん

　12月４日㈭から12月10日㈬は「人
権週間」です。人権週間は、世界の平
和と人類の幸福を願って、人間は誰
でも、人間としての尊厳と価値が認め
られ、人間として当然にもっている基
本的権利を、お互いに尊重しなけれ
ばならないということを表明した世界
人権宣言の採択に由来しています。
期間中、次のとおり人権特設相談所
を開設します。

と　き　12月６日㈯ 10時～15時
ところ　総合市民会館
相談内容
○毎日の暮らしの中のさまざまな問題
○家庭内（夫婦、親子、結婚、離婚、相続など）、隣近所のもめごと、悩み
ごとなどの問題
○いじめ、体罰、部落差別、外国人の問題など
※　秘密は厳守されます。
相談員　古原陽子さん、弘兼秀子さん、坂本スミヱさん、正木靜夫さん、
前安井美千子さん

　市内商業施設で人権イメージキャラク
ターの人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみちゃん
と一緒に啓発物のチラシと裁縫セットなどを
配布しました。
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　大竹小学校で人権の花の贈呈式
があり、人権擁護委員からチュー
リップの球根と栽培セットが子ども
たちに贈呈されました。
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